
健康医療福祉部医療政策課

滋賀県医師キャリア形成プログラムおよび
滋賀県キャリア形成卒前支援プランの変更について

滋 賀 県 地 域 医 療 対 策 協 議 会
令和７年（ 2 0 2 5 年）３月 2 1 日（金）
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滋賀県医師キャリア形成プログラムの
変更について１
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＝奨学金の被貸与者

「キャリア形成プログラム」は、

✓ 奨学金・修学資金の被貸与者が、

“県内従事期間（義務年限）の満了” と “キャリア形成（専門医資格の取得等）”を両立できるよう、

キャリアパス（(一社)日本専門医機構が認定する専門研修プログラム等）を明示したもの。

✓ 平成30年度以降に新たに貸与を開始した者は、必ず参加する必要がある。

キャリア形成プログラムの概要

＝修学資金の被貸与者
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キャリア形成支援プログラムの変更について

・令和６年度に要綱の改正を行ったため、改正要綱に準拠したものを新たに策定する。
・その他「キャリア形成プログラム運用指針」に合わせ記載内容を変更。

・令和６年度改正要綱適用者と令和５年度以前の旧要綱適用者の２パターンを作成。

【改正要綱版】
・旧要綱上、知事指定期間中にＡ群勤務を含むため掲載できなかったコースが、新要綱では掲載可
能となり、掲載コース数が増加。

➢ 淡海医療センター 循環器内科、済生会滋賀県病院 循環器内科、滋賀医科大学 総合診療科
が新規掲載。

・これまでは診療科ごとにプログラムを作成し、その中に複数のコースを設定していたが、各診療科１
コースに統合。

【改正要綱版・旧要綱版共通】
・研修先となる医療機関群の変更、その他軽易な文言修正など。

主な変更点

変更の趣旨
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【改正要綱版】 【旧要綱版】
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➢ 臨床研修を除いた７年（４年）のうち、
Ｂ群病院等で４年（２年）以上勤務できる。

➢ 臨床研修修了後、残りの県内従事期間において、
３年（２年）を超えて、Ａ群病院で勤務する専
門研修プログラムも参加可能

（当該期間は一時中断扱い）

➢ 必ず６年目（５年目）以降の４年間（２年間）
は、知事指定医療機関（Ｂ群病院）で勤務でき
る。

※ 地域医療対策協議会で認められた場合は、Ａ群病院勤務も
可能だが、あくまで“例外”であるため、知事指定期間中
にＡ群病院勤務となる専門研修プログラムは参加不可

旧要綱上、知事指定期間中にＡ群勤務を含むため掲載できなかったコースが、
新要綱では掲載可能となった。

令和６年度要綱改正に伴うキャリア形成プログラム掲載条件の変更について
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【改正要綱版】 【旧要綱版】

構
成
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➢ 各診療科１コースに統合
➢ 診療科ごとにプログラムを作成
➢ それぞれに複数コースを設定

キャリア形成
プログラム
（新制度ver）

○○病院
○○科コース

××病院
・××科コース

・△△科コース

・□□科コース

キャリア形成
プログラム
（旧制度ver）

○○病院
○○科プログラム

•基本コース

•地域医療重視
コース

•大学院進学
コース

××病院
××科プログラム

•基本コース

•地域医療重視
コース

•大学院進学
コース
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キャリア形成プログラムの構成の変更



 奨学金・修学資金どちらの被貸与者も、令和６年度以降に臨床研修を開始する者かつ、
新要綱の適用に同意した者に遡って適用する。（下表参照）

※ 奨学金は平成29年度、修学資金は令和元年度以前に貸与を受けた者を除く

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8～

奨学金 大学医学部 臨床研修

基準時点遡及適用

専門研修

新キャリア形成プログラム適用対象
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新キャリア形成プログラムの適用範囲について

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8～

修学資金 臨床研修大学医学部 専門研修

新キャリア形成プログラム適用対象



キャリア形成プログラムに関する意見聴取結果について

・厚生労働省の示す「キャリア形成プログラム運用指針」において、キャリア形成プログラムの既存の
コースの内容や、新たに設定又は変更しようとするコースの案の内容について、対象医師及び将来対
象となることが見込まれる学生の意見を聴くものとされている。
・令和６年度改正要綱が適用となる85名に意見聴取を行い、うち18名から意見の提出があった。
（臨床研修1年目医師９名、卒業生（令和６年度国試不合格者）１名、学生75名）

・将来獲得可能な資格や認定、技能などを複数提示してくださっていて、キャリアを考える際により明
確なビジョンが見えやすくてとてもうれしく思う。（学生：４年生）
・マイナー科での参加施設、診療科を増やしていただけるとありがたい。特にB群での施設がないと志
望診療科の選択肢が減ってしまう。（学生：２年生）
・B群の研修も含まれているので今後重要とされるプライマリケアを学ぶ経験ができる。 （学生：６年生）
・各専門医を取得するにあたり、必要症例数がしっかり集められるのかわからなかった。 （学生：６年
生）

主な意見

意見聴取
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滋賀県キャリア形成卒前支援プランの
変更について２
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キャリア形成卒前支援プランとは…

地域医療に興味を持つ学生の皆様が、地域医療に対する意識を高め、将来的に滋賀県の地域医療
に貢献するキャリアを明確に描けるよう支援することを目的とし策定されたのがキャリア形成卒前支援
プラン（以下、本プラン）。

大学のカリキュラムとは別に、本プランで滋賀県や大学等が連携・協力して実施する各種取組（講演
会、研修、実習等）を卒前支援プロジェクトとして設定している。

プラン適用対象者

• 地域枠で入学した学生（滋賀県医師養成奨学金被貸与学生）

• 自治医科大学の学生

• その他キャリア形成プログラム※の適用について同意した学生 （滋賀県医学生修学資金被貸与学生
など）

※キャリア形成プログラム ……卒業後、対象医師のキャリア形成を支援するために適用するプログラム。

プラン適用の同意と、取組への参加について

• 対象者は、必ず事前に同意を得てから本プランを適用する。

• 本プランの適用を同意いただいた方については、プラン適用～卒業までの間、卒前支援プロジェクト
の中から毎年度１つ以上の取組・研修等に参加すること。
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・OBOG会は先輩の話を聞くことができるとてもいい機会なので良いと思う。（２年生）
・現状で充実してると思う。（２年生）
・修学資金を受け取っていた先輩がどのようなキャリアを歩んでいるのか分かり安心できる。（６年生）

キャリア形成卒前支援プランの変更について

・プラン適用者の卒前支援プロジェクトへの参加を促進させるため内容の充実を図る。

・卒前支援プロジェクトの追加（OBOG会、病院見学ツアー（仮称）、手技体験会）

変更点

変更の趣旨

意見聴取

・厚生労働省の示す「キャリア形成プログラム運用指針」において、キャリア形成卒前支援プランの既
存の卒前支援プロジェクトの内容や、新たに設定又は変更しようとする卒前支援プロジェクトの内容
について、対象学生の意見を聴くものとするとされている。
・75名に意見聴取を行い、うち11名から意見の提出があった。

主な意見
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